
消防署の管轄区域等 

加古川市消防本部及び消防署設置等に関する条例 第４条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 中央消防署 加古川市加古川町本町 194 番地 加古川町、神野町、西条山手、山手、新神野、八幡町、平荘町、上荘町、東神吉町、西神吉町、米田町及び志方町の区域 東消防署 加古川市平岡町新在家 29番地の 2 野口町、平岡町、尾上町、別府町及び金沢町の区域並びに加古郡稲美町及び加古郡播磨町の全域 
消防署組織規程 第２条 署の事務の一部を分担させるため、その管轄区域内に消防分署（以下「分署」という。）を置く。 ２ 分署の名称、位置及び担当区域は、別表のとおりとする。 名称 位置 担当区域 連携分団 中央消防署 加古川市加古川町本町 194 番地 加古川町 加古川、鳩里、氷丘 中央消防署北分署 〃 新神野 7丁目 4番 7号 神野町、西条山手、山手、新神野、八幡町 神野、八幡   〃  西分署 〃 東神吉町神吉 917 番地の 2 東神吉町、西神吉町、米田町 東神吉、西神吉、米田   〃  志方分署 〃 志方町東飯坂 239 番地の 1 志方町 志方中、志方東、志方西   〃  両荘分署 〃 上荘町薬栗 100 番地の 2 平荘町、上荘町 平荘、上荘 東消防署 〃 平岡町新在家 29 番地の 2 平岡町 平岡、平岡南 〃  南分署 〃 別府町新野辺 574 番地の 117 尾上町、別府町、金沢町 尾上、別府   〃  野口分署 〃 野口町水足 2020 番地の 25 野口町 野口   〃  稲美分署 加古郡稲美町国安 1294 番地の 5 加古郡稲美町の全域 稲美町消防団   〃  播磨分署   〃播磨町東本荘２丁目 16番 5 加古郡播磨町の全域 播磨町消防団 ※ 連携分団は、担当区域の消防署又は分署と調整を図りながら訓練、研修等を行ってください。 
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